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ギ
リ
シ
ア
の
北
部
、
カ
ル
キ
デ
ィ
ケ
半
島
の
突
端
に
あ
た
か
も
三

本
の
指
の
よ
う
に
突
き
出
し
た
三
つ
の
半
島
の
う
ち
、
東
端
の
そ
れ

に
、
東
方
正
教
会
の
聖
地
ア
ト
ス
が
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
海
抜
一
一
○
一
一
一
三
〆
１
ト
ル
の
ア
ト
ス
山
の
周
囲
に
、

由
緒
あ
る
大
小
二
○
の
修
道
院
と
そ
れ
ら
の
分
院
、
さ
ら
に
は
修
道

士
た
ち
の
小
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
散
在
し
て
お
り
、
修
道
院
長
た
ち

で
構
成
さ
れ
た
評
議
会
の
下
で
、
治
安
維
持
業
務
以
外
は
ギ
リ
シ
ア

政
府
の
管
轄
の
及
ば
ぬ
一
種
の
治
外
法
権
地
域
、
い
わ
ば
、
「
修
道

院
共
和
国
」
と
も
言
う
べ
き
体
制
が
敷
か
れ
て
い
る
こ
と
で
有
名
で

あ
る
。
こ
こ
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
ア
ト
ス
山
当
局
に
よ
り
、
一

般
の
入
山
者
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
女
人
禁
制
が
貫
か
れ
る
な
ど
、

正
教
信
仰
の
総
本
山
と
し
て
、
古
く
か
ら
の
伝
統
が
厳
守
さ
れ
る
ひ

と
つ
の
聖
域
な
の
で
あ
る
（
１
）
。

聖
山
ア
ト
ス
の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院

は
じ
め
に

今
日
、
ア
ト
ス
山
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
修
道
院
に
加
え
、
ロ
シ

ア
、
セ
ル
ビ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
な
ど
、
東
欧
の
正
教
圏
の
修
道
院
も

存
在
し
、
さ
な
が
ら
東
方
正
教
会
の
国
際
セ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
感
が

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
正
教
世
界
の
修

道
院
ば
か
り
で
な
く
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
べ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
修
道

会
に
属
す
る
修
道
院
も
こ
の
ア
ト
ス
山
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、

当
時
の
記
録
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
後
で
見
る
よ
う
に
、

「
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
聖
マ
リ
ア
」
修
道
院
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
は
、
そ

の
名
が
示
す
ご
と
く
、
南
イ
タ
リ
ア
の
海
運
都
市
ア
マ
ル
フ
ィ
か
ら

や
っ
て
き
た
修
道
士
た
ち
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
、
と
想
定
さ

れ
て
い
る
（
２
）
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
会
則
を
奉
じ
、

ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
の
一
員
で
も
あ
っ
た
彼
ら
が
、
な
ぜ
、

遠
く
離
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
地
か
ら
、
東
方
正
教
信
仰
の
聖
地
と
も
言

う
べ
き
ア
ト
ス
山
に
移
り
住
み
、
そ
こ
に
自
ら
の
修
道
院
を
建
て
な

根
津
由
喜
夫
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ま
ず
初
め
に
、
議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
修
道
士
た
ち
の
母
国
で

あ
る
ア
マ
ル
フ
ィ
の
こ
と
か
ら
説
き
お
こ
す
こ
と
に
し
よ
う
。

紺
碧
の
テ
ィ
レ
ニ
ア
海
に
面
し
、
切
り
立
っ
た
断
崖
に
張
り
付
く

よ
う
に
都
市
が
形
成
さ
れ
た
ア
マ
ル
フ
ィ
は
、
今
日
で
は
風
光
明
媚

な
高
級
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
世
界
的
に
有
名
で
あ
る
。
我
が
国
で
も
、

最
近
の
陣
内
秀
信
氏
の
著
作
で
そ
の
町
並
み
の
美
し
さ
が
紹
介
さ
れ

る
（
４
）
な
ど
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
知
名
度
を
上
げ
つ
つ
あ
る
、

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
都
市
が
、
中
世
の
あ
る
時
期
ま
で

は
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
共
和
国
に
劣
ら
ぬ
一
大
海
洋
国
家
と
し
て
地
中

海
に
雄
飛
し
て
い
た
こ
と
は
、
我
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
と
い
う
の
が
実
情
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
都
市

国
家
の
歴
史
を
素
描
し
、
こ
の
都
市
と
、
ビ
ザ
ン
ッ
、
お
よ
び
東
方

世
界
と
の
関
係
の
有
り
様
を
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
（
５
）
。

八
三
九
年
、
ア
マ
ル
フ
ィ
は
、
ナ
ポ
リ
公
国
の
支
配
を
脱
し
、
独

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
を
、
十
～
十
一
世
紀
の
地
中
海

世
界
の
国
際
的
交
流
や
修
道
院
発
展
の
歴
史
と
い
っ
た
多
く
の
論
点

に
触
れ
な
が
ら
、
説
き
明
か
し
て
い
く
試
み
な
の
で
あ
る
一
コ
》
。

二
海
運
都
市
ア
マ
ル
フ
ィ
の
興
隆

立
国
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
る
。
た
だ
し
、
ド
ゥ
ク
ス
（
公
）
を
名
乗

る
歴
代
の
元
首
は
、
隣
接
す
る
ナ
ポ
リ
や
ガ
エ
タ
の
君
主
同
様
、
名

目
的
に
は
ピ
ザ
ン
ッ
皇
帝
の
宗
主
権
を
承
認
し
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
の
宮
廷
か
ら
授
け
ら
れ
た
爵
位
を
一
貫
し
て
帯
び
続
け
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
限
り
で
、
ア
マ
ル
フ
ィ
は
、
ビ
ザ
ン
ッ
帝
国

の
勢
力
圏
の
周
縁
部
に
成
立
し
た
半
独
立
的
な
臣
属
国
家
、
と
い
う

性
格
を
帯
び
る
の
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
共
和
国
の
成
立
過
程
と

共
通
し
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
（
６
）
。

国
士
が
狭
陸
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
険
し
い
山
地
に
覆
わ
れ
た
ア

マ
ル
フ
ィ
に
と
っ
て
、
発
展
す
る
方
向
は
、
前
面
に
広
が
っ
た
海
洋

に
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
町
の
船
乗
り
た
ち
は
果
敢
に
海
に
乗
り
出

し
、
当
時
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
厳
し
く
対
立
し
て
い
た
イ
ス
ラ
ム

世
界
と
も
、
活
発
な
交
易
を
展
開
し
て
い
る
。
ア
マ
ル
フ
ィ
の
商
船

は
、
ロ
１
マ
教
皇
庁
の
非
難
も
意
に
介
さ
ず
、
ム
ス
リ
ム
の
支
配
す

る
北
ア
フ
リ
カ
や
エ
ジ
プ
ト
の
港
に
、
し
き
り
に
出
入
り
し
て
い
た
、

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
７
）
。

ア
ー
マ
ン
ド
．
Ｏ
・
チ
タ
レ
ル
ラ
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
諸
国
に

鉄
、
木
材
、
農
産
物
な
ど
を
輸
出
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
金
で
、
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市
場
に
お
い
て
高
級
絹
織
物
や
貴
金
属
・

象
牙
そ
の
他
の
高
級
工
芸
品
を
購
入
、
そ
れ
ら
を
ロ
ー
マ
教
皇
庁
を

初
め
と
す
る
西
欧
の
聖
俗
の
支
配
層
に
売
り
捌
い
て
巨
額
の
富
を
得
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る
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
期
の
ア
マ
ル
フ
ィ
交
易
の
基
本
的
な
枠

組
み
に
な
っ
て
い
た
（
８
）
。

ビ
ザ
ン
ッ
帝
国
の
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
も
、
十
世

紀
半
ば
に
は
、
は
っ
き
り
と
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
姿
が
確
認
で
き
る
。

十
世
紀
に
外
交
使
節
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
訪
れ
た

ク
レ
モ
ナ
司
教
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ト
は
、
九
四
四
年
、
ビ
ザ
ン
ッ
の
帝

都
に
お
い
て
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
は
ロ
ー
マ
人
、
ガ
エ
タ
人
と
共
に
無

視
し
え
な
い
勢
力
に
な
っ
て
い
た
、
と
語
っ
て
い
る
一
，
一
。

ま
た
、
同
じ
リ
ウ
ト
プ
ラ
ン
ト
は
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
傭
兵
が
、

ヴ
ェ
ネ
ッ
イ
ア
人
と
共
に
、
皇
帝
一
一
ケ
フ
オ
ロ
ス
ニ
世
フ
ォ
ー
カ
ス

（
在
位
九
六
三
～
九
六
九
）
の
精
鋭
部
隊
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
も
報

じ
て
い
る
（
四
・

時
代
が
下
り
、
’
○
六
○
年
代
に
、
サ
レ
ル
ノ
侯
ギ
ス
ル
フ
ニ
世

が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
訪
問
し
た
お
り
に
は
、
ア
マ
ル
フ

イ
人
の
有
力
者
パ
ン
タ
レ
オ
ー
ネ
が
帝
都
に
有
し
た
館
に
一
行
は
滞

在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
サ
レ
ル
ノ
侯
に
同
行
し
て
い
た
パ
レ
ス
ト

リ
ナ
司
教
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
現
地
で
死
去
す
る
と
、
彼
の
遺
骸
は
、

同
地
の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
に
埋
葬
さ
れ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
、
〉
。

十
一
世
紀
後
半
の
時
点
で
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ノ
ー
プ
ル
の
金
角
湾
沿
い
に
彼
ら
自
身
の
居
留
地
を
も
ち
、
そ
の

敷
地
内
に
「
ラ
テ
ン
人
の
聖
マ
リ
ア
」
、
「
聖
な
る
救
い
主
」
の
一
一

つ
の
修
道
院
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
く
じ
か
ら
、
ベ

ル
ナ
ル
ド
ウ
ス
司
教
が
葬
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
と
、
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

同
じ
時
期
に
は
、
帝
都
に
居
留
す
る
ア
マ
ル
フ
ィ
人
が
、
自
分
た

ち
の
店
舗
を
所
有
し
、
商
業
活
動
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で

き
る
一
脚
）
。

こ
の
よ
う
に
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
、
ア
マ
ル
フ
ィ

人
は
、
ビ
ザ
ン
ッ
帝
国
と
政
治
的
、
経
済
的
に
太
い
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
以
上
の
事
実
か
ら
だ
け
で
は
、
ア
マ
ル

フ
イ
出
身
の
べ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
派
修
道
士
が
、
ア
ト
ス
山
に
居
を

定
め
る
、
と
い
う
両
者
の
宗
教
的
な
結
び
付
き
を
充
分
に
説
明
し
き

れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
時

期
の
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
修
道
院
と
南
イ
タ
リ
ア
の
現
地
情
勢
を

考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
背
景
を
探
る
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
し

よ
う
。ロ
ー
マ
の
南
方
に
所
在
す
る
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
修
道
院
は
、

そ
の
創
建
者
で
「
西
欧
修
道
制
の
父
」
と
称
さ
れ
る
ヌ
ル
シ
ア
の
聖

三
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
修
道
院
と
南
イ
タ
リ
ア

2３ 



べ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
令
名
も
あ
り
、
こ
の
時
期
、
周
辺
世
界
に
多

大
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
同
修
道
院
の
所
領
は
、
当
時
、
ビ
ザ

ン
ッ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
南
イ
タ
リ
ア
の
ア
プ
リ
ア
地
方
に
も
及
ん

で
お
り
、
そ
う
し
た
関
係
か
ら
、
十
～
十
一
世
紀
を
通
じ
て
、
現
地

の
ビ
ザ
ン
ッ
総
督
や
皇
帝
自
身
が
、
同
修
道
院
に
対
し
て
、
様
々
な

特
権
や
恩
恵
を
授
け
て
い
た
（
Ｕ
・

一
方
、
こ
の
時
期
、
南
イ
タ
リ
ア
、
と
り
わ
け
カ
ラ
ブ
リ
ア
地
方

や
ア
プ
リ
ァ
の
オ
ト
ラ
ン
ト
周
辺
に
は
、
多
く
の
ギ
リ
シ
ア
系
住
民

が
暮
ら
し
、
正
教
系
の
教
会
や
修
道
院
も
数
多
く
存
在
し
て
い

た
Ｂ
）
。
そ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
修
道
院
は
、

こ
う
し
た
南
イ
タ
リ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
系
聖
職
者
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
交

流
を
行
な
っ
て
い
る
。
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ひ
と
つ
だ
け
紹
介
し

よ
う
。

カ
ラ
プ
リ
ア
地
方
出
身
の
ギ
リ
シ
ア
人
聖
者
ロ
ッ
サ
１
ノ
の
ネ
イ

ロ
ス
は
、
九
八
○
年
か
ら
九
九
五
年
に
か
け
て
、
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ

１
ノ
修
道
院
長
の
保
護
と
承
認
の
下
に
、
同
修
道
院
の
分
院
で
あ
る

ヴ
ァ
ッ
レ
ル
ー
チ
ェ
で
弟
子
六
○
人
と
共
に
生
活
し
て
い
た
。
ネ
イ

ロ
ス
は
、
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
を
訪
問
し
た
お
り
、
自
作
の
ギ
リ

シ
ア
語
の
聖
べ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
讃
歌
を
披
露
し
た
、
と
い
う
挿
話

も
伝
え
ら
れ
て
い
る
《
脇
）
。

ま
た
、
’
○
三
六
年
に
は
、
多
分
に
政
治
的
な
選
挙
で
あ
っ
た
と

は
い
え
、
カ
ラ
プ
リ
ア
出
身
の
ギ
リ
シ
ア
人
修
道
士
バ
シ
レ
イ
オ
ス

が
、
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
の
大
修
道
院
長
に
選
出
さ
れ
て
い

る
（
Ｆ
）
。

さ
ら
に
、
十
一
世
紀
後
半
の
大
修
道
院
長
デ
シ
デ
リ
ウ
ス
は
、
聖

堂
の
再
建
の
た
め
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
か
ら
モ
ザ
イ
ク

職
人
を
招
き
、
合
わ
せ
て
同
地
で
、
教
会
祭
具
を
初
め
と
す
る
必
要

な
調
度
類
を
調
達
す
る
た
め
に
手
を
尽
く
し
た
一
個
）
。

こ
の
よ
う
に
、
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
は
、
南
イ
タ
リ
ア
の
ギ
リ

シ
ア
系
聖
職
者
と
の
友
好
的
な
交
流
を
通
じ
て
、
東
方
正
教
会
に
対

す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
関
心
は
、
直
接
、
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
や
東
地
中
海
世
界
へ
と
向
か
う
傾
向
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
十
世
紀
末
に
は
、
同
修
道
院
の
修
道
士
ベ

ネ
ヴ
ェ
ン
ト
の
ヨ
ハ
ネ
ス
が
、
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
か
ら
シ
ナ
イ
山
（
お

そ
ら
く
は
聖
カ
テ
リ
ナ
修
道
院
）
、
さ
ら
に
ア
ト
ス
山
を
歴
訪
し
た

記
録
も
残
っ
て
い
る
届
）
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
け
ば
、
南
イ
タ
リ
ア
の
べ
ネ
デ
イ
ク
ト
ウ
ス

会
士
が
、
東
地
中
海
を
旅
し
、
ア
ト
ス
山
に
自
ら
の
修
道
院
を
創
建

し
た
こ
と
も
、
さ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
に
は
思
わ
れ
な
く
な
る
だ
る

』
フ
。た
だ
し
、
な
ぜ
彼
ら
の
身
の
落
ち
着
け
先
が
ア
ト
ス
山
だ
っ
た
の

か
、
に
つ
い
て
は
多
少
の
説
明
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
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伝
承
に
よ
れ
ば
、
聖
山
ア
ト
ス
の
起
源
は
、
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
に
隠

棲
し
て
い
た
聖
母
マ
リ
ア
が
、
キ
プ
ロ
ス
に
伝
道
中
の
ラ
ザ
ロ
に
逢

う
た
め
の
旅
の
途
中
に
、
こ
こ
に
足
を
降
ろ
し
た
こ
と
に
あ
っ

た
（
狐
）
と
か
、
こ
の
地
に
お
け
る
最
初
の
修
道
院
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ヌ
ス
大
帝
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
背
教
者
」
ユ
リ

ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
魂
》
、
と
い
っ
た
こ
と
が
語

り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

も
う
少
し
、
も
っ
と
も
ら
し
い
伝
説
に
な
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒

に
圧
迫
さ
れ
た
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
方
の
修
道
士
が
こ
の
地
に
移
り
住

う
の
も
、
今
日
で
こ
そ
、
ア
ト
ス
は
、
「
聖
な
る
山
」
（
ア
ギ
オ
ン

・
オ
ロ
ス
）
と
一
般
に
称
さ
れ
、
東
方
正
教
世
界
最
高
の
聖
地
と
目

さ
れ
て
い
る
が
、
十
世
紀
に
は
ま
だ
発
展
の
途
上
に
あ
り
、
小
ア
ジ

ア
西
部
に
は
ラ
ト
ロ
ス
山
、
オ
リ
ン
ポ
ス
山
な
ど
、
ア
ト
ス
以
上
に

古
い
伝
統
と
格
式
を
も
っ
た
修
道
共
同
体
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
（
、
）
。
イ
タ
リ
ア
か
ら
や
っ
て
き
た
修
道
士
た
ち
は
、
な
ぜ
こ
う

し
た
小
ア
ジ
ア
の
古
い
共
同
体
で
は
な
く
、
新
興
の
ア
ト
ス
山
に
自

己
の
居
場
所
を
見
い
だ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答

え
は
、
こ
の
時
期
の
ア
ト
ス
山
修
道
制
発
展
の
歴
史
を
概
観
す
る
な

か
で
、
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

四
聖
山
ア
ト
ス
の
発
展

ん
だ
こ
と
が
聖
山
の
起
源
に
な
っ
た
の
だ
、
と
か
、
八
世
紀
の
聖
像

論
争
の
際
、
聖
像
破
壊
主
義
者
の
皇
帝
の
弾
圧
を
逃
れ
た
修
道
士
た

ち
が
こ
の
地
に
避
難
し
、
こ
こ
が
一
大
聖
地
に
な
る
基
盤
を
築
い
た

の
だ
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
伝
承
も
、
今
日
で

は
、
史
料
の
裏
付
け
を
欠
い
た
、
根
拠
の
乏
し
い
説
で
あ
る
と
し
て
、

一
般
に
は
退
け
ら
れ
て
い
る
２
．

実
際
の
と
こ
ろ
は
、
八
世
紀
末
頃
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
近
隣

の
地
域
出
身
の
隠
修
士
た
ち
が
、
こ
の
半
島
部
の
孤
絶
し
て
人
の
手

の
入
っ
て
い
な
い
清
浄
な
自
然
環
境
に
魅
せ
ら
れ
て
、
祈
り
と
瞑
想

の
生
活
を
送
る
た
め
に
、
徐
々
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い

う
の
が
実
態
に
近
い
よ
う
で
あ
る
２
．

当
初
、
こ
れ
ら
の
隠
修
士
た
ち
は
、
各
自
が
思
い
思
い
の
場
所
に

庵
を
結
び
、
相
互
に
交
渉
を
も
つ
こ
と
も
な
く
、
誰
の
干
渉
も
受
け

ず
に
暮
ら
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
彼
ら
の
平
穏
な
暮
ら
し
は
、
長
く
続
く
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
皇
帝
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
（
在
位
八
六
七
～
八
八
六
）

が
八
八
三
年
に
発
給
し
て
い
る
勅
書
は
、
｜
切
の
行
政
当
局
者
や
私

人
が
ア
ト
ス
の
隠
修
士
た
ち
の
生
活
を
煩
わ
さ
な
い
よ
う
に
命
じ
、

と
り
わ
け
、
近
隣
の
牛
飼
い
や
羊
飼
い
が
、
家
畜
を
山
内
に
入
れ
る

こ
と
を
禁
じ
る
旨
を
申
し
つ
け
て
い
る
（
泌
一
。
そ
こ
か
ら
は
、
こ
の
当

時
、
ア
ト
ス
の
領
域
内
で
近
隣
の
牧
畜
民
が
自
分
た
ち
の
家
畜
を
放
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牧
さ
せ
、
そ
れ
が
隠
修
士
た
ち
の
瞑
想
生
活
を
妨
げ
て
い
た
様
子
が

読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
ア
ト
ス
山
の
隠
修
士
た
ち
も
、
領
域
外

の
他
の
修
道
院
や
一
般
住
民
と
の
紛
争
に
対
処
す
る
た
め
、
彼
ら
自

身
、
団
結
し
、
ひ
と
つ
の
共
同
体
を
結
成
し
て
、
統
一
的
な
行
動
が

採
れ
る
よ
う
な
態
勢
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
た
よ
う
で
あ

る
。
九
○
八
年
に
は
、
近
隣
の
コ
ロ
ポ
ス
修
道
院
と
の
紛
争
を
解
決

す
る
た
め
に
、
プ
ロ
ー
ト
ス
・
ヘ
シ
カ
ス
テ
ス
（
静
寂
主
義
者
Ⅱ
隠

修
士
の
長
）
と
い
う
肩
書
き
を
帯
び
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
な
る
人
物
が
、

ア
ト
ス
山
を
代
表
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
派
遣
さ
れ

て
い
る
元
一
・
こ
の
出
来
事
は
、
そ
の
後
の
ア
ト
ス
山
の
修
道
院
共
同

体
の
首
長
職
で
あ
る
プ
ロ
ー
ト
ス
と
い
う
称
号
の
初
出
例
と
し
て
、

注
目
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
十
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
、
ア
ト
ス
山
は
、
共
同
体
の
首

長
で
あ
る
プ
ロ
ー
ト
ス
と
、
修
道
院
長
た
ち
で
構
成
さ
れ
る
評
議
会

に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
自
治
組
織
を
整
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

｜
方
、
九
世
紀
後
半
に
初
め
て
公
的
に
ア
ト
ス
山
保
護
の
姿
勢
を

示
し
た
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
以
来
、
十
世
紀
の
半
ば
に
至
る
ま
で
、

歴
代
の
ビ
ザ
ン
ッ
皇
帝
は
、
こ
う
し
た
ア
ト
ス
山
の
修
道
自
治
組
織

を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
保
護
を
与
え
、
特
権
を
授
与
す
る
政

策
を
採
っ
て
き
た
（
汀
一
・

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
状
況
は
、
十
世
紀
後
半
に
、
以
後
の
ア
ト

ス
の
隆
盛
の
立
役
者
と
な
る
聖
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
が
、
こ
の
地
に
到
着

し
た
の
を
機
に
、
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

十
世
紀
の
前
半
に
小
ア
ジ
ア
の
黒
海
沿
岸
の
都
市
ト
レ
ビ
ゾ
ン
ド

で
生
ま
れ
た
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
は
、
ア
ト
ス
に
移
り
住
む
以
前
に
は
、

小
ア
ジ
ア
西
部
、
ビ
テ
ュ
ニ
ア
地
方
の
キ
ュ
ミ
ナ
ス
修
道
院
で
修
道

生
活
を
送
っ
て
い
た
。
彼
の
師
ミ
カ
エ
ル
・
マ
レ
イ
ノ
ス
は
、
小
ア

ジ
ア
の
有
力
な
軍
事
貴
族
家
門
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
甥
が
、
ク
レ

タ
再
征
服
の
英
雄
で
、
後
に
皇
帝
に
な
る
一
一
ヶ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
ー

カ
ス
で
あ
っ
た
一
四
。

こ
う
し
た
関
係
か
ら
、
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
は
、
一
一
ケ
フ
オ
ロ
ス
・
フ

ォ
ー
カ
ス
と
親
交
を
結
び
、
後
者
の
信
仰
生
活
上
の
助
言
者
の
役
割

を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

九
六
三
年
、
ア
ト
ス
山
に
渡
っ
た
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
は
、
フ
ォ
ー
カ

ス
の
全
面
的
な
支
援
を
受
け
て
、
自
ら
の
修
道
院
の
建
設
に
着
手
し

た
。
こ
れ
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
ア
ト
ス
山
で
最
大
、
か
つ
山
内
の

修
道
院
の
う
ち
で
筆
頭
の
席
次
を
誇
る
大
ラ
ウ
ラ
修
道
院
な
の
で
あ

る
。こ
の
出
来
事
は
、
ア
ト
ス
山
の
歴
史
を
画
す
る
重
大
な
転
換
点
と

な
っ
た
。

ラ
ウ
ラ
の
成
立
を
機
に
、
ア
ト
ス
山
に
お
け
る
修
道
士
た
ち
の
生
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活
形
態
は
、
そ
れ
ま
で
の
隠
修
士
た
ち
の
孤
住
生
活
か
ら
、
大
規
模

な
修
道
院
で
の
共
住
生
活
へ
と
、
大
き
く
構
造
的
に
転
換
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
っ
た
ら
｝
。
ま
た
、
英
国
の
研
究
者
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・
モ
ー

リ
ス
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
は
ア
ト
ス
山
全
体

を
対
象
に
し
て
施
さ
れ
て
き
た
皇
帝
か
ら
の
恩
典
や
特
権
が
、
ア
タ

ナ
シ
オ
ス
に
よ
る
ラ
ウ
ラ
創
建
以
後
は
、
皇
帝
と
特
別
な
関
係
を
有

す
る
特
定
の
修
道
院
を
対
象
と
し
て
、
個
別
的
に
授
与
さ
れ
る
傾
向

が
強
ま
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
一
四
。

聖
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
名
声
は
、
帝
国
全
土
、
あ
る
い
は
ビ
ザ
ン
ッ

の
版
図
を
越
え
て
地
中
海
の
周
辺
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
。
各
地
か

ら
、
彼
の
徳
を
慕
っ
て
、
修
道
士
た
ち
が
ア
ト
ス
山
に
参
集
し
た
。

今
日
、
ア
ト
ス
山
修
道
院
共
同
体
の
な
か
で
、
大
ラ
ウ
ラ
に
次
ぐ
権

威
を
誇
る
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
や
ヴ
ァ
ト
ペ
デ
ィ
と
い
っ
た
大
修
道
院
が
建

設
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
時
期
、
彼
の
影
響
下
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

『
聖
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
伝
』
の
作
家
は
、
「
ロ
ー
マ
自
体
、
イ
タ
リ
ア
、

カ
ラ
ブ
リ
ア
、
ア
マ
ル
フ
イ
、
イ
ベ
リ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
」
か
ら
、

こ
の
聖
者
の
下
に
人
々
が
集
ま
っ
て
き
た
、
と
伝
え
て
い
る
訂
》
。

さ
て
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
我
々
は
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
た
ち
が
ア

ト
ス
山
を
訪
ね
る
と
こ
ろ
に
ま
で
辿
り
着
く
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら

は
、
こ
の
時
期
、
聖
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
の
主
導
の
下
で
、
新
た
な
発
展

の
時
代
を
迎
え
て
い
た
ア
ト
ス
山
の
修
道
生
活
に
引
き
付
け
ら
れ
て
、

そ
の
地
に
集
ま
っ
た
異
邦
人
た
ち
の
集
団
の
中
に
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
相
次
い
で
ア
ト
ス
山
に
創
建
さ
れ
た
非
ギ
リ
シ
ア
系

の
修
道
院
に
関
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
研
究
者
Ｄ
・
ナ
ス
タ
ー
セ
は
、

当
時
の
国
際
政
治
と
の
関
連
性
を
強
調
し
、
そ
れ
ら
の
建
設
は
、
そ

れ
ら
の
母
国
が
ピ
ザ
ン
ッ
と
の
政
治
的
紐
帯
を
強
化
す
る
た
め
の
方

策
な
の
だ
と
結
論
付
け
て
い
る
一
ｍ
）
。

世
俗
生
活
か
ら
の
脱
却
を
旨
と
す
る
ア
ト
ス
山
の
修
道
制
に
お
い

て
も
、
聖
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
と
一
一
ケ
フ
オ
ロ
ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
帝
と
の

密
接
な
連
携
関
係
に
象
徴
さ
れ
る
ご
と
く
、
政
治
の
影
が
色
濃
く
漂

っ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
修
道

士
た
ち
の
自
発
的
な
行
動
に
起
因
す
る
修
道
院
建
設
事
業
を
、
彼
ら

の
母
国
の
政
治
的
な
打
算
と
い
う
即
物
的
な
理
由
だ
け
で
説
明
し
よ

う
と
す
る
ナ
ス
タ
ー
セ
の
手
法
は
、
ど
う
見
て
も
強
引
で
あ
り
、
物

事
を
過
度
に
単
純
化
し
た
稚
拙
な
議
論
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
以

下
で
は
、
そ
う
し
た
皮
相
的
な
理
解
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
現

存
す
る
史
料
を
た
ど
り
な
が
ら
、
ア
ト
ス
山
に
お
け
る
ア
マ
ル
フ
ィ

人
修
道
院
の
成
立
と
発
展
の
過
程
の
再
構
成
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ

←
フ
。

五
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
の
成
立
と
発
展

通
説
に
よ
れ
ば
、
ア
ト
ス
山
の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
の
歴
史
は
、
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ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
侯
パ
ン
ド
ゥ
ル
フ
オ
二
世
の
兄
弟
で
修
道
士
の
レ
オ

が
、
六
人
の
弟
子
を
伴
っ
て
当
地
に
現
れ
た
と
き
に
始
ま
っ
た
（
翌
。

彼
ら
は
、
当
初
、
同
じ
異
邦
人
の
よ
し
み
で
、
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
修
道

院
の
創
設
者
「
イ
ベ
リ
ア
人
」
ヨ
ハ
ネ
ス
の
許
に
身
を
寄
せ
た
。
ち

な
み
に
、
「
イ
ベ
リ
ア
」
と
は
、
今
日
の
グ
ル
ジ
ア
の
こ
と
で
あ
り
、

「
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
」
と
は
、
「
イ
ベ
リ
ア
人
た
ち
の
」
（
複
数
属
格
形
）

と
い
う
意
味
で
あ
る
３
。

や
が
て
、
レ
オ
は
、
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
修
道
院
の
支
援
を
受
け
、
自
身

の
修
道
院
建
設
に
取
り
か
か
っ
た
（
鯛
）
。
そ
れ
が
、
今
日
、
ア
ト
ス
半

島
の
東
岸
、
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
と
大
ラ
ウ
ラ
の
ほ
ぼ
中
間
の
地
点
に
遺
構

が
残
る
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
修
道
院
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
先
に
も
触
れ
た
ナ
ス
タ
ー
セ
は
、
ベ
ネ
ヴ
ヱ
ン
ト
人
レ
オ

が
創
建
し
た
修
道
院
と
、
い
わ
ゆ
る
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
修
道
院
は
別

の
存
在
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
２
．
し
か
し
、
レ
オ
の
修
道
院
は
、

十
一
世
紀
半
ば
ま
で
存
在
し
て
い
た
唯
一
の
「
ロ
ー
マ
系
」
修
道
院

で
あ
る
と
い
う
聖
者
伝
作
家
ゲ
オ
ル
ギ
オ
ス
・
ハ
ギ
オ
リ
テ
ス
の
証

言
と
、
同
じ
時
期
に
史
料
的
に
存
在
が
確
認
で
き
る
ラ
テ
ン
系
修
道

院
は
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
そ
れ
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
根
拠

に
、
通
説
ど
お
り
両
者
を
同
一
の
存
在
と
考
え
る
『
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
文

書
』
編
者
の
見
解
を
こ
こ
で
は
踏
襲
し
て
お
き
た
い
一
辺
。

九
八
四
年
と
九
八
五
年
に
発
給
さ
れ
た
二
つ
の
文
書
に
は
、
署
名

者
の
な
か
に
、
ラ
テ
ン
文
字
で
署
名
し
た
ヨ
ハ
ネ
ス
と
ア
ル
セ
ニ
オ

ス
と
い
う
一
一
人
の
修
道
士
が
登
場
す
る
（
翌
。
こ
の
う
ち
ヨ
ハ
ネ
ス
は
、

九
九
一
年
に
プ
ロ
ー
ト
ス
、
ヨ
ハ
ネ
ス
が
発
給
し
た
文
書
に
、
「
ヨ

ハ
ネ
ス
、
修
道
士
、
修
道
院
長
」
と
署
名
し
て
い
る
人
物
弱
）
と
同
一

と
思
わ
れ
、
こ
の
時
期
ま
で
に
彼
は
、
レ
オ
に
代
わ
っ
て
二
代
目
の

修
道
院
長
の
地
位
に
就
い
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

彼
は
、
お
そ
ら
く
、
ペ
ル
ト
ゥ
シ
が
考
え
る
よ
う
に
、
レ
オ
に
従

っ
て
ア
ト
ス
に
や
っ
て
き
た
六
人
の
弟
子
た
ち
の
う
ち
の
ひ
と
り
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
｛
佃
）
。
こ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
は
、
そ
の
後
、
一
○
｜
二
年
と

一
○
一
六
年
の
文
書
の
署
名
者
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
五
番
目
と
六
番

目
の
席
次
で
姿
を
見
せ
た
後
一
仙
一
、
’
○
一
七
年
の
プ
ロ
１
ト
ス
、
ニ

ケ
フ
ォ
ロ
ス
の
発
給
文
書
で
は
、
二
番
目
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
ー
ト
ス

の
す
ぐ
後
、
と
い
う
高
い
席
次
で
登
場
し
て
い
る
§
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
と
き
ま
で
に
ヨ
ハ
ネ
ス
は
大
変
な
高
齢
に
達
し
て
お
り
、
修
道

院
共
同
体
の
最
長
老
格
と
し
て
の
威
厳
が
、
彼
に
こ
う
し
た
高
い
席

次
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
（
⑩
一
・

次
に
、
’
○
’
一
一
五
年
の
プ
ロ
ー
ト
ス
、
テ
オ
ク
テ
ィ
ス
ト
ス
の
発

給
文
書
に
は
、
署
名
者
の
四
番
目
に
、
「
ヨ
ハ
ネ
ス
、
ア
マ
ル
フ
ィ

人
の
卑
し
き
修
道
士
」
と
い
う
署
名
が
登
場
す
る
一
“
）
。
こ
の
人
物
を

二
代
目
の
修
道
院
長
と
同
一
人
物
と
考
え
る
の
は
、
年
代
的
に
無
理

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
同
名
の
別
人
物
で
あ
る
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と
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

’
○
四
五
年
、
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
九
世
モ
ノ
マ
コ
ス

（
在
位
一
○
四
二
～
’
○
五
五
）
は
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
修
道
院
に
対

し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
１
プ
ル
で
必
要
な
物
資
を
調
達
で
き
る

よ
う
、
一
隻
の
大
型
船
を
所
有
す
る
許
可
を
与
え
た
一
色
。
前
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
は
ア
マ
ル
フ
イ
人
独

自
の
居
留
地
が
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
は
そ
こ
で
、
生
活
物
資
を
入
手

し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

皇
帝
は
な
お
、
そ
の
際
に
、
修
道
院
が
所
有
す
る
船
を
商
業
目
的

で
利
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
旨
も
通
達
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
者
ア
ラ
ン
・
ハ
ー
ベ
イ
が
、
「
ど
れ
ほ
ど

厳
密
に
彼
ら
が
こ
の
条
項
を
守
っ
た
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、
不
明
で
あ

る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
稲
）
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
モ
ノ
マ

コ
ス
帝
の
布
告
か
ら
、
ア
ト
ス
山
の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
の
修
道

士
た
ち
が
、
自
前
の
船
を
操
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
彼

ら
の
同
胞
の
居
留
地
と
の
間
を
活
発
に
往
来
し
て
い
た
こ
と
が
偲
ば

れ
る
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
屋
敷
を

構
え
、
母
国
ア
マ
ル
フ
ィ
の
大
聖
堂
を
初
め
、
ロ
ー
マ
の
聖
パ
オ
ロ

・
フ
ォ
ー
リ
・
レ
・
ム
ー
ラ
聖
堂
、
モ
ン
テ
・
ガ
ル
ガ
ー
ノ
の
聖
ミ

ケ
ー
レ
聖
堂
な
ど
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
で
製
造
さ
れ
た
ブ

ロ
ン
ズ
製
の
大
扉
を
寄
進
し
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
と
イ
ェ
ル
サ
レ
ム

に
自
国
民
や
西
欧
か
ら
の
巡
礼
者
た
ち
の
た
め
の
慈
善
施
設
を
建
設

し
た
大
富
豪
マ
ゥ
ロ
と
パ
ン
タ
レ
オ
ー
ネ
の
父
子
の
下
で
、
ア
マ
ル

フ
ィ
人
が
最
後
の
華
々
し
い
活
躍
を
展
開
し
た
時
代
と
も
一
致
し
て

い
る
万
一
。
い
わ
ば
、
こ
の
時
期
、
ア
ト
ス
山
の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道

院
は
、
繁
栄
す
る
ピ
ザ
ン
ッ
帝
都
の
同
胞
た
ち
の
居
留
地
と
一
一
人
三

脚
で
発
展
を
遂
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
、
し

か
も
豊
か
な
資
金
力
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
は
、
’
○
八
一
年
に
、
彼

ら
が
、
首
都
の
コ
ス
ミ
デ
ィ
オ
ン
修
道
院
か
ら
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
地
方
、

ス
ト
リ
ュ
モ
ン
川
東
部
の
地
所
を
金
二
四
リ
ト
ラ
と
い
う
大
金
で
購

入
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
か
ら
も
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
一
望
。

同
じ
一
○
八
一
年
、
皇
帝
ア
レ
ク
シ
オ
ス
｜
世
コ
ム
ネ
ノ
ス
（
在

位
一
○
八
一
～
二
一
八
）
は
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
に
対
し
て

黄
金
印
璽
文
書
を
交
付
し
、
彼
ら
が
獲
得
し
た
所
領
の
所
有
権
と
、

そ
れ
に
付
随
し
た
免
税
特
権
を
確
認
し
た
（
ぬ
）
。
こ
れ
ら
の
文
書
で
注

バ
シ
リ
ケ
ー
・
モ
ネ
ー

目
さ
れ
る
の
は
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
修
道
院
が
「
帝
国
修
道
院
」
で

あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
一
釦
一
・
同
修
道
院
の
威
勢
が
偲
ば

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
皇
帝
の
手
厚
い
保
護
を
受
け
た
ア
マ

ル
フ
ィ
人
修
道
院
は
、
そ
の
勢
威
の
絶
頂
に
達
し
て
い
た
、
と
言
え
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一
○
八
二
年
五
月
、
皇
帝
ア
レ
ク
シ
オ
ス
｜
世
は
、
こ
の
ノ
ル
マ

ン
人
と
の
戦
い
で
、
艦
隊
を
出
し
て
ピ
ザ
ン
ッ
に
協
力
し
た
ヴ
ェ
ネ

ッ
ィ
ァ
人
の
労
に
報
い
る
た
め
に
、
黄
金
印
璽
文
書
を
交
付
し
、
彼

ら
に
多
く
の
通
商
上
の
特
権
を
授
け
た
§
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
特

権
の
一
項
目
に
は
、
帝
都
と
帝
国
内
に
店
舗
を
も
つ
ア
マ
ル
フ
イ
人

は
年
三
ノ
ミ
ス
マ
タ
を
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
聖
マ
ル
コ
聖
堂
に
納
め
る

べ
き
こ
と
、
と
い
う
条
項
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
帝
国
内
の

ア
マ
ル
フ
ィ
人
商
人
を
、
長
年
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ッ
イ

ァ
人
へ
の
貢
納
者
の
地
位
へ
と
砥
め
る
措
置
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
修
道
院
は
、
’
一
○
八
年
、
さ
ら
に

は
二
六
九
年
の
文
書
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
修
道
院
長
が
、
署
名

ア
マ
ル
フ
ィ
人
は
、
ビ
ザ
ン
ッ
（

陥
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
絶
頂
の
時
は
、
同
時
に
没
落
が
始
ま
る
時
で
も
あ
っ
た
。

す
で
に
一
○
七
三
年
、
彼
ら
の
母
国
ア
マ
ル
フ
ィ
は
、
ノ
ル
マ
ン
人

の
軍
門
に
降
り
、
政
治
的
独
立
を
喪
失
し
て
い
た
。
南
イ
タ
リ
ア
を

制
圧
し
た
ノ
ル
マ
ン
人
の
首
領
ロ
ベ
ー
ル
・
ギ
ス
カ
ー
ル
は
、
そ
の

後
、
ピ
ザ
ン
ッ
本
土
の
征
服
を
目
論
み
、
一
○
八
一
年
春
に
は
、
軍

勢
を
率
い
て
バ
ル
カ
ン
西
部
に
侵
攻
す
る
（
釦
｝
。
今
や
こ
こ
に
お
い
て
、

ア
マ
ル
フ
ィ
人
は
、
ビ
ザ
ン
ッ
の
敵
対
国
家
の
臣
民
と
い
う
境
遇
に

我
々
が
、
再
び
ア
ト
ス
山
の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
を
目
に
す
る

の
は
、
二
一
八
七
年
、
そ
れ
が
完
全
に
荒
廃
し
、
廃
堀
と
化
し
た
後

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
、
プ
ロ
ー
ト
ス
の
ヨ
ハ
ネ
ス
は
、
大
ラ
ウ
ラ
修
道
院
の
求

め
に
応
じ
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
の
施
設
を
再
建
し
、
そ
れ
を
維

持
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
同
修
道
院
と
そ
れ
に
付
随
す
る
全
て
の
資

産
を
、
大
ラ
ウ
ラ
に
引
き
渡
す
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
は
、

皇
帝
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
二
世
パ
ラ
エ
オ
ロ
ゴ
ス
（
在
位
一
一
一
八
一
一
～

一
三
一
一
八
）
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス

ニ
世
に
よ
っ
て
も
裁
可
さ
れ
た
（
錨
一
・
か
く
し
て
、
こ
こ
に
ア
ト
ス
山

の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
は
、
十
世
紀
の
後
半
以
来
、
お
よ
そ
三
百

者
の
中
で
五
番
目
の
席
次
で
登
場
す
る
§
な
ど
、
表
面
的
に
は
そ
れ

ま
で
の
格
式
を
維
持
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ

の
二
六
九
年
の
文
書
に
お
い
て
、
我
々
は
初
め
て
、
「
ア
マ
ル
フ

ィ
人
の
聖
マ
リ
ア
」
と
い
う
こ
の
修
道
院
の
正
式
名
称
を
目
に
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
も
、
水
面
下
で
は
、
修
道
院
の

没
落
は
、
静
か
に
進
行
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
修
道
院
の
活
動
を

伝
え
る
記
録
は
、
二
九
八
年
の
ヒ
ラ
ン
ダ
ル
修
道
院
文
書
（
則
）
を
最

後
に
し
て
、
途
絶
す
る
の
で
あ
る
。

六
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
の
終
焉
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年
に
及
ん
だ
歴
史
を
完
全
に
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
の
研
究
者
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
ペ
ル
ト
ゥ
シ
は
、
ア
マ

ル
フ
ィ
人
修
道
院
没
落
に
至
る
要
因
を
次
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い

る
（
弱
）
。

第
一
に
、
新
た
な
イ
タ
リ
ア
人
修
道
士
を
補
充
で
き
な
い
こ
と
に

起
因
す
る
人
的
資
源
の
枯
渇
。
そ
し
て
、
母
国
ア
マ
ル
フ
ィ
の
政
治

的
没
落
と
、
一
一
一
一
一
七
年
の
そ
の
決
定
的
な
滅
亡
。
第
三
に
、
東
西

教
会
の
宗
教
的
対
立
と
教
会
分
裂
。
第
四
は
、
海
運
都
市
国
家
間
の

政
治
的
、
通
商
的
な
抗
争
。
こ
こ
で
、
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
ヴ

ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
人
と
の
競
合
関
係
と
、
そ
こ
で
の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
の
敗

退
で
あ
る
。
そ
し
て
五
番
目
に
、
最
後
の
と
ど
め
に
な
っ
た
の
が
、

皇
帝
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
二
世
の
反
ロ
ー
マ
、
反
教
会
合
同
政
策
だ
っ

た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

か
つ
て
東
方
正
教
会
の
聖
山
ア
ト
ス
の
た
だ
な
か
に
、
ベ
ネ
デ
イ

ク
ト
ゥ
ス
派
の
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
が
、
修
道
院
共
同
体
の
正
規

の
構
成
員
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
、
東
西
教
会
の
相
互
理
解
と
共

存
関
係
を
象
徴
し
て
い
た
、
と
言
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と

が
不
可
能
に
な
っ
た
十
一
一
一
世
紀
末
の
情
勢
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
続

く
東
西
教
会
の
分
裂
が
決
定
的
に
な
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
、
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
今
日
も
、
ア
ト
ス
山
の
東
海
岸
に
そ
の
姿
を
留
め

る
、
ア
マ
ル
フ
ィ
人
修
道
院
の
塔
の
遺
構
は
、
か
つ
て
の
短
い
栄
光

姓（
１
）
ア
ト
ス
山
修
道
院
共
同
体
に
関
し
て
は
、
『
戸
一
一
二
の
『
の
巨
吻
岸
声

ご
「
品
目
昌
吻
・
雪
匂
ヘ
ミ
［
ミ
、
（
貝
へ
目
山
ご
・
二
ｓ
、
円
、
寿
一
巨
呂
の
軍
三
・

」
・
‐
百
三
ｇ
』
毛
、
の
該
当
項
目
、
一
一
ｇ
三
エ
ニ
目
（
二
○
一
｝
（
。
昌
昌
一
二

○
｛
）
》
ｇ
」
鵠
‐
」
舌
を
参
照
。
邦
語
で
は
、
高
橘
築
一
・
辻
成
史
『
聖
山

ア
ト
昌
拙
談
社
・
世
界
の
聖
域
節
十
三
巻
、
一
九
八
一
年
、
が
あ

る
。
ま
た
、
Ｄ
・
メ
ダ
ゴ
ヴ
ィ
チ
、
Ｂ
・
Ｊ
・
ジ
ュ
ー
リ
ッ
チ
、
Ｄ
・

ポ
グ
ダ
ノ
ヴ
ィ
チ
箸
、
田
中
一
生
、
揮
木
道
剛
訳
ゼ
ラ
ン
ダ
ル
修
道

院
』
、
恒
文
社
、
一
九
九
五
年
、
二
一
～
一
一
一
○
面
に
、
簡
潔
で
要
を
得

た
解
説
が
〃
ら
れ
る
。
ア
ト
ス
山
肋
間
記
と
し
て
は
、
益
田
朋
幸
『
地

中
海
紀
行
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
で
い
こ
う
」
、
東
取
瞥
籍
、
一
九
九
六
年
、

そ
れ
に
一
概
人
学
地
中
海
研
究
会
『
地
中
海
と
い
う
広
場
』
、
淡
交
社
、

’
九
九
八
年
（
渡
辺
金
一
、
松
木
栄
三
両
氏
に
よ
る
一
一
編
の
旅
行
記
を

収
録
）
が
興
味
深
い
。
他
に
、
一
般
向
き
な
も
の
で
は
、
川
又
一
英

墨
山
ア
ト
ス
ー
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
誘
惑
」
、
新
潮
選
書
、
’
九
八
九

年
や
、
那
谷
敏
郎
『
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
光
芒
‐
ｌ
皿
域
行
』
、
平
凡
社
カ

ラ
ー
新
獅
、
一
九
七
六
年
、
な
ど
か
あ
る
。

（
２
）
〔
［
Ｐ
再
○
房
ｍ
田
巨
・
底
巨
四
昌
一
巴
皀
目
、
冠
『
の
忌
忌
二
一
，
二
コ
皀
害
昌

奎
二
目
’
・
寺
ミ
、
へ
『
（
ミ
函
ご
馬
ミ
ご
目
閏
ヘ
ミ
量
匡
」
沼
Ｐ
ｇ
・
田
・
‐

の
時
代
を
、
い
ま
な
お
、
我
々
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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望
『
（
筆
者
未
見
）
》
Ｆ
・
国
○
房
四
二
。
こ
の
』
の
｜
］
の
三
つ
二
．
三
目
圀
忌
『
｝
．
。
｛

□
一
二
画
『
尾
○
コ
三
○
臣
ヨ
ー
シ
〔
三
○
印
可
》
島
ご
い
へ
、
「
盲
（
弓
匡
へ
●
向
弓
、
、
「
一
色
一
）
口
・
」
＠
ｍ
Ｐ

己
己
・
画
の
口
１
ｍ
ｍ
『
》
で
。
←
の
白
の
『
一
ｍ
ご
な
←
の
②
四
一
‐
戸
三
一
一
『
の
②
已
巨
ヨ
○
二
四
ｍ
一
つ
『
の

□
田
言
四
三
三
局
昌
一
一
・
三
三
三
房
べ
ご
ミ
ミ
「
い
」
寺
（
巴
「
巴
閨

昏
§
ミ
ヨ
自
昏
ロ
ミ
ミ
巴
』
⑪
田
・
弓
・
望
函
‐
、
忠
一
ン
・
で
の
『
三
二

＄
一
一
○
口
四
ｍ
一
ｍ
『
一
の
曰
○
．
画
の
一
一
一
四
一
一
四
ヨ
一
四
一
一
や
エ
一
三
○
ｍ
。
①
一
一
。
四
一
一
○

二
の
二
一
○
の
こ
○
３
．
二
四
口
、
ト
、
亘
「
｛
一
心
苞
、
へ
「
、
亘
巨
三
口
、
ヘ
・
一
（
二
Ｃ
い
い
一
津
閂
Ｉ
」
雪
淨
鈎

口一・○一ｍ・〔三，一「の一○ｍご⑦口］①①』Ｉ』①、」。一・一》ここ。、］『１国、］。

（
３
）
我
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
主
題
を
取
り
上
げ
る
に

あ
た
り
、
本
稿
で
は
、
欧
米
の
先
行
研
究
に
拠
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
筆

者
な
り
の
仕
方
で
整
理
、
再
構
成
し
た
、
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
南
イ
タ
リ
ア
関
係
の
情
報
は
、
多
く
二
次
文
献

に
負
っ
て
い
る
の
も
、
遺
憾
な
点
と
言
え
る
。

（
４
）
陣
内
秀
信
『
南
イ
タ
リ
ア
へ
！
ｌ
地
中
海
都
市
と
文
化
の
旅
ｌ
』
、

講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
九
年
、
特
に
一
六
七
～
’
八
三
頁
。

（
５
）
こ
の
都
市
国
家
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
ご
・
の
ｓ
雷
『
百
・
告
亘
ご
ミ

【
「
ご
ｇ
」
雪
』
（
ミ
ミ
（
Ｑ
Ｓ
１
」
」
・
忌
冒
ミ
ミ
ミ
ニ
弓
二
三
ｍ
の
。
』
召
Ｐ

ｍ
０
］
】
－
，
面
一
二
・
国
四
一
四
『
二
・
８
エ
曰
四
一
｛
一
の
一
西
尾
国
四
コ
つ
め
（
澪
の
ｌ
詫
皀
の
、
一
つ
同
一
の
、
）
可
。

『
ご
一
国
屋
．
ミ
ニ
雪
ミ
「
田
与
］
召
の
．
ｇ
・
ヨ
ー
窃
を
参
照
。

（
６
）
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ァ
共
和
国
の
初
期
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、

）
・
声
三
ｓ
一
・
巴
§
ミ
ミ
ミ
國
己
｝
、
ミ
ら
ｎ
．
一
国
ご
巳
．
ご
□
ご
｛
□
忌
亘
、

山
己
＆
」
（
ミ
ミ
、
巴
函
ご
Ｃ
量
戸
昌
ワ
ュ
烏
の
』
①
雷
・
弓
」
‐
雪
を
参
照
。

（
▽
Ｉ
）
の
｛
・
』
・
Ｐ
〔
一
一
口
「
の
一
一
要
な
『
三
ｍ
『
の
一
四
一
一
○
口
、
。
【
二
白
□
｜
｛
一
二
一
一
三
一
三
の
ン
『
四
一
一

二
・
『
一
二
国
の
｛
。
『
の
二
ｍ
〔
『
房
呂
用
鄭
・
昏
円
ミ
員
危
」
垣
雪
》
ｇ
・
ロ
①
①
‐
』
一
口
一

戸
〔
四
二
ｍ
雪
・
な
ご
ヨ
ー
の
〆
一
の
己
の
こ
の
○
コ
ご
こ
『
の
一
ｍ
一
一
「
四
Ｅ
〔
Ｃ
白
皀
の
『
〔
の

。
『
一
の
己
一
四
一
ニ
マ
エ
ニ
ロ
一
局
一
四
巨
苓
ロ
一
心
の
一
の
■
・
」
「
、
一
一
「
『
○
国
（
Ｃ
一
・
一
句
Ｃ
、
、
一
・

へ
、
。
ご
「
ミ
用
・
｝
ご
ミ
ミ
豊
、
廷
』
垣
田
‐
望
．
ｇ
・
酉
‐
Ｐ

（
Ｑ
ｏ
）
シ
・
Ｐ
〔
一
一
一
口
『
の
一
一
堕
仁
で
口
一
一
の
『
コ
ー
ヨ
ニ
の
二
一
の
『
四
一
『
『
回
二
ｍ
》
『
三
ｍ
〔
○
国
国
の
『
同
の

○
｛
シ
昌
一
｛
一
国
の
｛
。
『
の
一
言
〔
一
・
房
且
の
、
薊
・
尋
わ
ざ
ミ
旨
ミ
ミ
飴
ご
ミ
ミ
、

》
『
口
（
Ｃ
｛
］
》
図
画
①
｝
垣
の
函
①
ご
己
。
、
四
］
１
，
ｍ
ｍ
。

（
９
）
舎
巴
へ
目
悶
ミ
思
い
、
ミ
、
貢
、
号
「
匂
四
ｓ
』
ご
Ｓ
ｇ
ニ
ミ
匂
Ｑ
閏
臼
Ｓ
二
『
い
ぬ
：

シ
・
因
皀
の
「
巨
己
『
・
『
臣
と
四
『
房
【
９
－
』
ヨ
ヨ
（
］
①
①
函
）
と
。
←
雷
‐
←
窒
一
（
英
訳
）

『
・
ン
菫
『
一
ｍ
言
望
、
雪
ミ
言
＆
ト
ミ
号
ミ
ミ
ミ
〔
『
●
、
冒
量
一
○
己
○
二

』①』◎己己・］⑪』・

（
い
）
答
こ
｛
巴
函
ミ
、
四
ｓ
｝
、
ミ
の
⑭
。
、
三
‐
田
印
一
一
三
つ
「
目
二
○
｛
の
『
の
昌
一
一
四
．

、
巴
囚
へ
ご
号
（
、
笛
ご
自
冗
＆
目
へ
國
ミ
ヨ
ｇ
ミ
｛
ご
量
三
二
巴
四
二

一
『
四
コ
ロ
一
四
［
の
二
一
二
国
・
の
口
。
（
（
》
国
『
一
⑫
一
○
一
つ
」
①
⑪
四
・
己
。
］
ゴ
ロ
一
ｍ
》
「
・
エ
。
こ
「
一
ｍ
二
一
己

導
、
寺
「
言
ミ
ト
ミ
号
国
昌
已
・
函
缶

（
Ⅱ
）
〔
｛
・
二
・
二
○
旨
の
－
，
－
の
『
．
③
□
の
「
一
言
『
用
百
の
『
」
○
冨
昌
田
三
二
ｓ
、

句
の
、
の
二
一
の
、
二
一
〔
○
三
一
｛
一
ｍ
三
画
こ
『
○
コ
一
ｍ
一
ヨ
エ
ヨ
画
一
『
一
・
国
一
コ
□
の
一
一
『
回
函
国
巨
一
・

つ
の
、
の
。
一
向
ゴ
ー
の
二
ｍ
『
。
）
当
日
四
コ
－
－
．
－
ｍ
の
ゴ
ー
四
一
の
。
二
一
』
。
二
一
ｍ
ロ
ゴ
の
ご
因
の
。
－
ｍ
。
こ
ヨ
函
の
つ

一
ｍ
ｍ
○
包
二
の
『
い
］
ヨ
」
」
・
」
四
コ
『
言
巨
ゴ
ロ
の
『
一
コ
ご
」
歪
一
国
（
ロ
一
・
へ
』
、
二
心
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二
の
、
へ
ミ
ご
ミ
喝
＆
ご
「
へ
、
弓
』
の
弓
あ
・
縄
ロ
ー
田
」
．
、
．
■
缶
》
三
・
岳
一
四
『
只

仁
エ
ヨ
四
一
『
一
の
一
国
｝
曰
四
コ
の
、
ゴ
マ
》
・
函
『
・

（
皿
）
戸
｛
・
戸
」
昌
言
』
、
穂
Ｃ
函
国
＆
一
応
円
三
田
一
目
へ
ご
帛
弓
」
．
ミ
ミ
ヘ
．
、

ご
園
ミ
ミ
一
息
①
己
愚
の
弓
へ
ご
い
ご
ミ
ヨ
ロ
ミ
の
ミ
ー
、
巳
へ
「
雪
国
（

Ｃ
、
昌
量
ミ
ミ
の
尊
い
四
愚
一
冒
囚
巴
一
巴
冒
ご
匂
へ
、
「
田
、
Ｐ
且
：

『ロ］０－凹凸」①。②》己。、『つ（・

（
旧
）
一
○
八
二
年
ｎ
月
の
ア
レ
ク
シ
オ
ス
一
世
コ
ム
ネ
ノ
ス
帝
の
ヴ
ェ
ネ
ッ

ィ
ァ
人
宛
て
の
黄
金
印
璽
文
書
（
註
砠
を
参
照
）
か
ら
、
こ
の
事
実
が
確

認
で
き
る
、

（
Ⅱ
）
の
｛
・
二
・
国
一
○
ｓ
》
腰
二
○
三
の
〔
国
困
ご
Ｐ
国
）
・
国
三
一
旨
口
三
一
房
諄
い
一
ヨ
ニ
の

図
『
一
一
の
「
一
三
二
一
の
高
田
勤
』
宣
旨
「
（
９
ｓ
吉
へ
）
管
ミ
吋
凸
』
⑪
』
Ｐ
ｇ
・

］
の
、
１
画
Ｐ
」
・
の
、
己
・
己
己
。
］
①
函
Ｉ
」
『
』
》
の
。
一
○
巨
二
・
仁
三
○
コ
【
の
向
山
”
ｍ
一
コ
○
四
口
二

国
】
国
三
一
こ
ヨ
ヨ
一
言
『
の
三
二
ｍ
。
一
国
の
一
・
ｍ
ヨ
ニ
ら
の
ご
言
『
一
の
、
３
．
冒
声

害
二
ｍ
三
｛
エ
・
三
『
豆
＆
．
．
ご
厄
導
、
ミ
＆
・
自
国
一
ｑ
一
因
ミ
｝
②
四
三

国
、
一
石
ミ
ニ
ー
［
、
ミ
屋
こ
．
・
弓
忌
め
ど
向
亘
亭
□
の
一
｛
昌
一
」
＄
一
・
ｇ
・
ざ
‐
ｍ
ｑ

ｍ
ｇ
・
弓
・
褐
Ｉ
田
》
一
一
・
一
白
『
四
一
斎
ご
冨
扁
９
．
ｓ
（
ｑ
昌
同
言
局
ｇ
ｇ
Ｑ

Ｓ
、
ご
§
ミ
｝
ミ
い
＆
、
許
へ
．
「
旨
冨
豈
言
さ
ミ
（
ミ
『
ｇ
『
＆
ぬ
ミ
ロ

ミ
』
」
」
・
母
ミ
ミ
コ
弓
三
二
一
ｍ
ｍ
冨
二
巴
』
②
ヨ
・
中
・
一
己
‐
」
ゴ
』
五
・

（
旧
）
こ
ら
・
二
・
一
○
三
．
匝
国
旨
昌
二
房
一
言
一
皀
昌
二
二
○
『
冨
冒
割
．
ご
」
』
・
二
○
言
『
ニ
ー

」
○
言
旦
皀
＆
・
・
巴
再
國
ミ
ミ
ヨ
営
亘
ｓ
⑦
寿
昌
』
、
』
》
ご
Ｉ
ｐ
」
砧
ペ
ミ

ニ
ヨ
、
一
ｍ
一
旦
四
曰
】
一
・
西
国
っ
己
己
・
函
］
ｍ
０
画
】
』
。

（
旧
）
Ｐ
再
皀
困
田
二
厘
百
一
『
一
旦
一
ｍ
こ
の
三
一
二
の
『
。
、
ｇ
ｇ
ｇ
一
一
○
三
「
〔
四
目
一
一
一
塾
》

へ
ヘ
ミ
司
迂
ミ
●
騨
呂
」
ヨ
ロ
・
弓
」
」
」
｝
‐
」
｝
ヨ
ー
ロ
・
←
○
二
壇
一
一
・
三
の
８
男
一
一
一
（
）

四コ二国）・・酉ヨーーニヨゴ・ロロ・四国’一］一一・つの－０－臣、一・正二○百口吻一の『一の国○コ』〔一

一（■一一四室一きや己・Ｐｍｍ｛。

（
Ⅳ
）
エ
・
』
一
○
ｓ
》
瞳
三
○
三
の
〔
呂
口
言
Ｐ
因
）
・
国
三
一
旨
四
三
二
ｍ
三
田
［
可
．
ご
」
雪
｛
一

旬。←Ｃ巨二ご仮三○コ一のの四ｍｍ一口○四コ二国）・園四日一一臣ヨコョロ・←』｛・

（
旧
）
二
』
一
○
の
戸
広
二
○
三
ｍ
〔
勝
、
一
コ
Ｐ
因
）
・
目
三
一
昌
口
己
三
ｍ
こ
め
、
一
刻
》
弓
」
の
②
‐

福
Ｐ
・
そ
の
一
方
で
、
Ｇ
・
ル
ー
ド
は
、
ビ
ザ
ン
ッ
の
文
物
を
州
欧
に

流
布
さ
せ
る
上
で
、
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
が
果
た
し
た
役
割
を
過
大

評
価
し
な
い
よ
う
に
、
と
警
告
し
て
い
る
。
ａ
・
の
。
［
○
三

８
一
一
○
コ
一
の
戸
口
い
い
一
コ
○
四
コ
二
国
尾
【
四
コ
［
一
巨
皀
コ
マ
百
つ
。
、
つ
１
，
９

（
旧
）
シ
・
で
、
『
亘
⑭
一
》
匡
二
○
目
、
【
の
『
一
の
皀
冒
ロ
一
一
巴
一
四
三
，
七
・
西
田
［
・

（
別
）
の
｛
・
『
・
」
ｇ
言
一
四
受
一
百
日
ミ
｝
田
一
言
＆
ぬ
三
・
田
弓
』
、
｝
ご
＆

＆
ミ
「
四
ｓ
§
ミ
ヨ
い
で
四
「
一
ｍ
」
雪
印
》
弓
」
ヨ
ー
＄
｝
》
巴
、
‐
凹
巴
・

（
Ⅲ
）
Ｄ
・
メ
ダ
ゴ
ヴ
ィ
チ
、
Ｂ
・
Ｊ
・
ジ
ュ
ー
リ
ッ
チ
、
Ｄ
・
ポ
グ
ダ
ノ
ヴ

ィ
チ
箸
、
『
ヒ
ラ
ン
ダ
ル
修
道
院
』
、
一
一
三
～
一
一
四
頁
、
那
谷
敏
郎

『
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
光
芒
』
、
’
一
一
一
～
二
一
一
一
頁
。

（
皿
）
・
一
同
へ
四
ｓ
｝
ご
函
へ
９
．
＆
・
己
・
蚕
冨
＆
「
房
呂
三
百
二
つ
四
『
一
ｍ
」
召
ｍ
・
ロ
・
『
・

（
閉
）
＆
三
》
ｇ
・
『
‐
崖
・

（
皿
）
ご
貝
、
ｇ
」
『
‐
』
］
》
『
・
三
○
『
二
ｍ
》
』
呑
二
口
國
ミ
ト
巴
ご
巴
ミ
魯
鬮
ミ
ミ
ミ

』一雰囚Ｉ」」」氏つ四国ロ『三ｍｍ》一＠℃□》己・』酉｛．
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（
妬
）
」
２
四
ｓ
ヰ
ミ
貝
昌
。
。
』
ｇ
・
｝
ゴ
ー
三
・

（
肥
）
己
亘
、
ｇ
・
い
己
」
窪
□
・
」
了
」
色
・

（
〃
）
皇
帝
レ
オ
ン
六
世
（
在
位
八
八
六
～
九
一
二
）
の
文
書
、
お
よ
び
ロ
マ
ノ

ス
一
世
レ
ヵ
ペ
ノ
ス
（
在
位
九
二
○
～
九
四
四
）
の
黄
金
印
璽
文
書
を
参

照
。
ご
亘
皀
Ｐ
口
．
』
》
ｇ
」
②
｝
‐
］
雪
・

（
胡
）
の
（
・
一
．
【
・
Ｐ
巴
○
二
膜
『
言
の
９
ｍ
『
己
山
三
三
ｍ
ｍ
＆
三
ｍ
三
一
の
言
の
一

言
一
ｍ
三
ｍ
目
二
二
言
昌
・
『
・
の
二
・
百
ｍ
瓢
・
三
角
蕊
二
発
語
一
四
畠
巴

己
忌
「
（
』
、
柔
二
ミ
ミ
ー
ミ
ャ
四
『
一
ｍ
」
毛
Ｐ
ｇ
・
酉
＄
‐
一
局
・
ミ
カ
エ
ル

・
マ
レ
ィ
ノ
ス
の
生
家
で
あ
る
マ
レ
ィ
ノ
ス
家
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ

た
り
、
拙
稿
「
＋
旧
』
紀
小
ア
ジ
エ
凛
族
の
世
界
」
、
『
古
代
文
化
』
四

一
巻
二
号
、
一
九
八
九
年
、
一
一
一
一
～
一
一
一
七
頁
、
特
に
二
五
～
一
一
一
一
一
頁
を

参
照
の
こ
と
。

（
羽
）
向
｛
・
」
・
←
の
『
＆
》
広
臣
８
三
の
『
巴
目
二
ｍ
ｇ
三
一
三
言
己
路
］
・
三
二
○
三
一
の

』」。一二つ四一〔のご○一一一一□このの一」・－コ｛｜このごＤｍｍ－巨二一一ｍ巧・二四コ②』、

三
一
一
ｓ
囚
ご
．
、
ご
』
客
ミ
エ
ニ
日
饅
逮
止
陶
圏
、
三
○
一
ｍ
．
〔
。
①
ど
の
ざ
召
Ｐ

＄
＆
‐
｝
①
三
・
［
」
・
弓
」
三
‐
」
ｇ
》
『
・
二
○
『
「
一
ｍ
》
ミ
ミ
言
四
三
』
四
」
蔦
自

己己。一一’一ｍ。

（
釦
）
『
・
害
『
『
一
Ｐ
履
二
の
①
『
一
ｍ
三
○
｛
三
．
自
重
・
ヨ
ン
・
国
『
舌
『
岸
声

〔
匡
三
畠
宣
旨
＆
：
害
冒
（
エ
ミ
日
忌
』
§
ミ
ヨ
、
三
富
口
ご
亘
員

二一二ｍ『、二○一・一垣①つむこつ。』『Ｉ」、□の②己・己。←、。

（
別
）
一
『
ご
厄
＆
監
函
ミ
ヨ
屋
、
毎
月
へ
う
一
句
尽
め
ご
」
二
目
｝
（
囚
、
註
：
」
．

二○『の一口『こ「。二○巨【》一①囚□》ロ・ゴー・

（
蛆
）
□
・
言
い
白
、
、
》
腫
一
の
、
二
ｓ
三
ｍ
号
一
四
ｓ
昌
巨
冒
巨
忌
○
の
Ｅ
帛
三
ｇ
の
二
の

三
○
ヨ
ン
ニ
９
コ
・
臼
冨
帛
二
ご
＠
」
受
Ｊ
・
田
」
‐
酉
］
』
・

（
刈
）
ベ
ネ
ヴ
ェ
ン
ト
出
身
の
レ
オ
と
弟
子
た
ち
の
ア
ト
ス
山
来
訪
と
定
着
に

つ
い
て
の
挿
話
は
、
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
修
道
院
の
創
建
者
ヨ
ハ
ネ
ス
と
エ
ウ

テ
ュ
ミ
オ
ス
の
伝
記
作
品
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
グ
ル
ジ

ア
語
の
原
文
で
は
な
く
、
下
記
の
仏
訳
を
利
用
し
た
。
国
・
言
ユ
ヨ
ー

エ
ー
、
四
『
二
Ｃ
Ｆ
Ｆ
四
二
一
ｍ
□
の
」
の
四
コ
の
一
両
二
［
二
尾
白
の
の
（
一
ｍ
ｍ
一
四
（
臣
【
こ
こ

三
目
園
忌
『
の
』
の
、
］
冠
『
の
、
旨
『
］
．
一
一
９
ｍ
。
》
澪
二
帛
吊
喝
財
屋
号
の

冒
団
ミ
ヨ
図
色
』
＄
］
・
弓
・
ヨ
ー
匡
庖
・
参
照
箇
所
は
、
巳
・
］
ご
｛
・

（
狐
）
ア
ト
ス
山
の
イ
ベ
リ
ア
人
と
イ
ヴ
ィ
ロ
ン
修
道
院
に
つ
い
て
は
、
上
記

の
』
・
害
『
一
言
１
三
＆
ａ
の
論
文
に
加
え
、
」
・
←
の
｛
。
『
一
ｍ
（
〕
・

で四己函向三『屋、、四コ［二○巨・な一ｍｍ己『の田一ｍ『い、の。『函一ｍ。、』］Ｃ一一三○ｍ二四コい

｝
の
ｍ
ｓ
２
帛
三
、
耳
目
三
三
ｍ
鄭
・
痔
己
寄
「
こ
｛
量
」
］
」
⑪
巽
弓
・
ヨ
ー

圏
を
参
照
。

（
妬
）
酉
・
害
『
ニ
ョ
ー
三
ｇ
『
」
》
陵
←
四
三
の
号
』
の
昌
の
［
国
三
三
旨
の
。
》
己
」
ｇ
》
一
・

つの『一こぃ一・匹二○コ②、一の『一ｍヨ○コ四〔一一一ｍ一一四コ－．つごロ・回画Ｃｌ、回、。

（
邪
）
□
・
二
園
ｇ
ｍ
Ｐ
⑯
臣
二
言
ご
ｇ
ｇ
四
二
ｓ
一
二
妄
の
白
ｇ
の
Ｓ
二
ｇ
ｇ
＆
。
ｇ
ｎ
．

巳
冨
ミ
ミ
言
國
』
、
」
①
田
・
巳
・
田
『
１
選
浄

（
〃
）
」
貝
囚
『
、
一
一
二
．
魚
一
己
巴
ミ
一
吋
言
田
ミ
ミ
ご
巴
＆
．
ご
句
己
、
こ
い

の
二
・
・
」
・
←
の
｛
○
一
・
一
》
二
・
□
一
室
○
コ
Ｃ
ヨ
ー
ニ
心
塑
】
・
で
四
つ
酉
の
三
『
三
ｍ
ｍ
四
コ
一
三
。
こ
の
一
エ
。
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二心一『の一》の一一・でロ『一ｍ。」①』、っつ・酉、ご］】『・

（
犯
）
ご
亘
占
○
・
コ
『
も
」
田
｛
』
き
」
巴
・

（
刈
）
」
２
四
号
』
』
「
一
回
自
己
四
ミ
員
ミ
日
』
怠
く
寂
＆
：
『
・
声
の
二
ｍ
『
｜
の
》

エロ臣一一一○二口二・の一・。『○ヨ。、の【□・で四つ四の。「｝。、、四コ［三○臣。で、『一ｍ。］①『つど

。。。①ゴロ・」ＰＣ・」回国・

（
蛆
）
一
・
つ
の
「
［
扁
一
》
菫
呂
囹
【
の
「
一
の
皀
冨
〔
一
一
百
一
国
ヨ
コ
セ
・
田
一
・

（
⑪
）
」
貝
四
号
＆
「
へ
、
』
・
ロ
Ｐ
。
・
己
・
崖
、
』
」
』
．
ご
Ｐ
二
つ
」
副
・

（
岨
）
｛
ミ
旱
。
○
・
巴
》
己
．
」
三
［
・

（
蛆
）
〔
｛
・
勺
・
Ｐ
旨
の
「
一
ｍ
区
一
円
』
『
Ｓ
宮
田
』
巨
皀
目
、
扇
『
の
号
口
苣
画
一
｛
］
一
口
一
目
塾
・

ロ。、、」・

（
Ｍ
）
」
貝
四
号
』
、
「
一
四
」
白
Ｐ
Ｐ
Ｐ
己
．
］
霊
・

（
妬
）
胃
（
四
ｓ
。
・
曰
貿
目
白
Ｐ
』
七
・
口
畠
・

（
妬
）
委
・
奇
『
急
）
．
・
浮
昌
ロ
ミ
（
駒
冒
囚
冨
へ
ｇ
ミ
ニ
厄
⑧
ベ
団
ミ
ヨ
、
図
ニ
ミ
「
い
い
ニ
ミ

ー
」
出
三
〔
口
皀
『
一
局
の
」
屯
窒
己
・
田
垣
．
な
お
、
ア
ト
ス
山
修
道
院
に
よ
る

商
業
活
動
に
つ
い
て
は
、
声
国
言
一
三
・
二
Ｐ
，
二
ｍ
『
『
＆
の
。
｛
ニ

ン
一
三
○
ｍ
二
○
コ
四
ｍ
〔
の
『
一
の
、
３
．
、
一
己
「
ご
『
尋
一
国
『
白
国
一
『
園
山
、
一
．
一
□
匂
二
ｃ
ｍ

ご
匂
ミ
ミ
ミ
＄
‐
舌
』
毛
←
皀
・
三
‐
｝
］
、
を
参
照
。

（
〃
）
マ
ウ
ロ
一
族
の
活
曜
に
関
し
て
は
、
エ
．
二
○
ヨ
の
一
旦
の
『
》
ど
の
『
二
房
「
、
の
百
の
「

」
○
三
ロ
コ
コ
の
、
こ
コ
ニ
ニ
Ｐ
ｍ
ｐ
の
、
戸
二
一
ｍ
の
ゴ
ー
〔
◎
ヨ
ー
（
一
ｍ
二
口
こ
『
Ｃ
ヨ
ー
印
可
己
②
。
、
』
①
Ｉ

昌
一
菫
。
こ
わ
｝
『
二
・
１
－
百
（
ミ
「
め
ど
８
国
ミ
ミ
吊
昌
ト
、
一
国
ミ
四
Ｆ
寺
」
・
ミ

エ
ｍ
、
←
の
一
己
同
－
ｍ
・
ロ
一
○
一
Ｐ
一
国
』
、
１
国
、
（
『
の
己
・
エ
ヨ
、
一
の
『
ニ
ロ
ヨ
・
］
む
つ
『
）
》
三
○
一
・
一
一

ｇ
」
ｓ
１
ｇ
ｍ
を
参
照
。
パ
ン
タ
レ
オ
ー
ネ
が
イ
タ
リ
ア
各
地
の
哩
堂
に

寄
進
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
１
プ
ル
製
の
青
銅
扉
に
つ
い
て
は
、

一一・両。『『四円の「】にら。こ『の。》。。『ロロコニ一二の□画一の、。｛で四『四二一ｍの恥

国
皀
困
』
ヨ
三
コ
の
□
「
○
．
園
の
己
。
。
『
ｍ
一
つ
一
［
四
一
》
。
．
』
臣
ミ
』
四
、
ベ
ロ
ョ
ロ
巧
尋
い

｛
ご
ミ
い
、
曰
」
召
』
》
弓
」
念
‐
」
缶
を
見
よ
。

（
州
）
、
一
口
田
号
ｓ
「
一
四
』
白
Ｐ
←
厚
弓
・
田
①
‐
圏
の
．

（
岨
）
＆
亘
皀
○
・
宝
．
ｇ
・
田
⑤
‐
ロ
色
・

（
卯
）
ご
貝
皀
Ｐ
」
□
・
｛
・
勇
二
篭
Ｊ
出
国
、
ｇ
・
ロ
圏
‐
田
口
９
．
二
（
「
剴

已・口四℃｛一Ｆ・国。。、四一一》な『きめ国の■の二一，一一コ、二○コ四ｍ［、『）’○（の一

一一口「尾可〕己・口のつ・

（
別
）
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
る
南
イ
タ
リ
ア
制
圧
と
そ
れ
に
続
く
ビ
ザ
ン
ッ
領
侵

攻
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
邦
語
で
は
、
山
辺
規
子
ア
ル
マ
ン
騎
士
の

地
中
海
興
亡
史
』
、
白
水
社
、
一
九
九
六
年
、
が
詳
し
い
。

（
肥
）
□
・
←
・
『
・
『
＆
、
一
亘
己
の
．
二
・
二
昌
田
・
己
三
ご
用
ご
ｍ
ミ
ミ
（
ミ
ヨ
許
ご
弓
一
口

‐
巨
己
』
（
§
（
侭
田
＆
一
ｓ
（
、
弓
「
二
㎡
ミ
ミ
ニ
ー
ー
ョ
ミ
量
含
Ｃ
－
Ｐ
二
三
》

一面ｍｍＩ］函、『。ご○一・一二ｍ。、］１ｍ一一『・□。－ｍの「こご二つ・二一『一二・、冗困、匂（宛ご

弓
『
奇
一
口
ミ
ミ
ミ
ミ
巴
弓
②
ロ
ミ
ミ
ミ
②
＆
ｇ
、
囚
、
貢
ぐ
○
一
』
口
舌
「
一
：

三
』
ヨ
ロ
コ
の
。
》
」
垣
①
中
一
コ
。
。
」
Ｃ
函
］
や
□
。
①
酉
’
＠
ｍ
。

（
別
）
・
一
貝
四
号
ご
｜
『
●
国
』
》
。
○
・
コ
七
・
＄
Ｐ
胃
へ
四
号
毎
へ
ミ
ー
ヘ
可
ミ
、
一
詮
ミ
ヨ
』

の二・・つ。←の雪の『一ｍ》。。□四ｍ『○コの一ｍ。〔一『宝○一マーヮャ、『一Ｐ］①②Ｐ。。。。』。

己・画一。
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（
別
）
ン
・
つ
め
「
Ｅ
ｍ
－
》
腹
二
○
己
口
忌
『
一
ｍ
目
目
の
一
一
画
一
ざ
三
コ
》
□
・
巴
◎
．

（
別
）
エ
ミ
田
弓
ニ
ミ
§
＆
「
二
・
』
巴
ミ
量
冒
田
』
」
菖
四
＆
：
二
・

国
一
一
》
。
」
一
口
。
こ
］
の
。
の
三
・
ロ
ー
『
○
ｍ
ｍ
一
三
０
弄
画
『
國
乏
四
『
一
・
で
四
『
一
ｍ
。
』
①
①
国
・
ヨ
○
・
四
・

（
弱
）
」
貝
四
号
ご
一
息
白
》
、
、
」
砧
ベ
ニ
ヘ
与
皀
罠
匿
：
祠
一
目
の
『
一
ｍ
・
エ
・

の
こ
一
一
一
○
巨
・
二
・
の
ご
Ｃ
『
○
コ
○
ｍ
の
一
己
・
で
四
つ
四
戸
茸
『
尾
口
吻
画
口
一
コ
○
二
・
つ
四
『
一
ｍ
ご
」
①
『
『
口

〔
追
記
〕
本
稿
は
、
一
九
九
九
年
十
一
月
二
十
八
日
に
金
沢
市
立
玉
川
図

書
館
で
開
催
さ
れ
た
第
四
一
回
北
陸
史
学
会
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表

原
稿
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
。

」
貝
四
号
ご
「
ご
畠
》

の
こ
一
一
一
○
こ
つ
二
・
の
ご
Ｃ
『
○
コ
一

コ
○
・
画
◎
・
函
」
Ｃ
ご
ロ
。
、
」
１
ｍ
』
。

（
金
沢
市
天
神
町
ニ
ー
セ
ー
ー
）
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